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旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

自動車保有車両数（令和７年９月末）

人事異動

l年頭の辞

東北運輸局長　吉田　昭二

　令和８年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

運輸・観光事業者の皆様におかれましては、地域の暮らしを支える公共交通の維持発展、経済活動を支え
る物流の円滑化、観光産業の発展、そしてこれらのサービスの安全・安心の確保などに日々最前線でご尽力
いただいております。この機会をお借りして、心から敬意を表し、感謝申し上げます。

東日本大震災から15年が経過します。運輸や観光を通じて、東北地方における震災復興の歩みを確実なも
のとし、その先にある持続可能な発展へつなげて次世代に誇れる東北地方を築いていくことが私たちの責務
であると考えております。

東北地方は全国に先行して人口減少・少子高齢化が進みつつあり、これに伴うライフスタイルの変化や人
手不足、さらには気候変動に伴う自然災害の激甚・頻発化など様々な課題を有しております。東北運輸局で
は、こうした課題に対応して運輸・観光事業の持続的な発展を図るべく、業界の皆様や関係機関と連携した
人材確保対策やDX・GXの推進をはじめ様々な施策を講じてまいります。

運輸事業の最大の使命である安全・安心の確保については、安全最優先の原則と法令等の遵守を徹底する
体制が構築されるよう、事業者に対する運輸安全マネジメント評価や監査・指導を通じ、各関係機関とも連
携しつつ、平時からの安全の確保と安全意識の向上に万全を期してまいります。

地域公共交通は、住民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤ですが、人口減少・少子高齢化の影響によ
り厳しい状況が続くとともに、いわゆる「交通空白」が散見される状況が生じています。令和６年に設置さ
れた国土交通省「交通空白」解消本部の下、各県・市町村を訪問し、地域の悩みを広くお聴きしながら、
「地域公共交通計画」の策定・実行・見直しや新たな補助制度の活用等を通じて、関係者の共創（連携・
協働）による地域公共交通の「リ・デザイン（再構築）」を促し、地域主体による「おでかけの足」の確保
に向けて、伴走支援を進めてまいります。加えて、トークセッションやポスターセッションを通じて自治体
や事業者の優れた取組を紹介する「おでかけ交通博」の開催や、地域公共交通東北仕事人制度の運用を通じ
て、関係者間での情報共有や、人的ネットワークの構築に努めてまいります。

また、地域公共交通は、将来のまちづくりや観光振興など大きなビジョンの中で、地域エリアの鉄道、バ
ス、タクシー、ライドシェアなどが相互に連携してネットワークを形成する必要があります。特にローカル
線に関しては、地域の議論に積極的に関与しながら鉄道事業者と沿線自治体、地域の関係者の協働を促し、
利用者の利便性の向上を図っていくことが重要であると考えております。

全ての人にとって、円滑で快適な移動が確保されるよう、市町村におけるバリアフリーマスタープラン・
基本構想の策定を支援するとともに、心のバリアフリーの推進等を含む環境整備に取り組んでまいります。
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運輸・観光産業を支える人材の確保は、各サービスを継続していく上で重要であり、とりわけ、人口減
少・少子高齢化が先行する東北地方においては喫緊の課題です。業界の皆様や関係機関と連携した人材確保
対策等を進めてまいります。

自動車整備業に関しては、昨年、これまでの人材確保策に加え、将来的な人材確保を目的に若年層を対象
とした自動車整備体験イベントとして「ジュニアメカニック2025in東北」を開催し、多くの方に来場いただ
きました。「ジュニアメカニック」については、1度きりのイベントではなく、長期的な自動車整備人材の
確保策の一つとして、本年以降も継続して開催してまいります。

人口減少・少子高齢化、DX・GXといった新たな課題への対応が求められるなど、私たちは今まさに、時代
の転換期を歩んでいます。こうした状況をチャンスと捉え、産学官民が連携しながら、運輸・観光産業の基
盤強化・事業革新に向けて、全力を挙げて取り組む所存です。皆様におかれましては、引き続きご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

　皆様のご健勝を心より祈念して、新年のご挨拶とさせていただきます。

行 政 処 分

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反

代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 乗合
ジェイアールバス関東株式会社
（法人番号1011001029621）

代表者小塙隆一

東京都江東区

白河支店

（1）運転者の指導監督
義務違反

R7.11.6 文書警告

福島 乗合
会津乗合自動車株式会社

（法人番号6380001020359）
代表者佐藤俊材

福島県会津若松市

若松営業所

（1）運転者の指導監督
義務違反

R7.11.10
輸送施設の
使用停止

4 20 2

県別 業種

事 業 者

処 分 理 由

処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所

◆旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
自動車交通部自動車監査官

　物流は経済活動の生命線です。「物流 2024 年問題」は、生産年齢人口の減少に伴いこれから一層深刻化
する問題であり、持続的な担い手の確保が必要不可欠です。物流事業を一層魅力ある産業としていくため、
引き続き「トラック・物流 G メン」の活動などを通じ、取引環境・ 長時間労働の改善に取り組むととも
に、昨年６月に成立したトラック適正化２法、本年１月より施行された取適法などにおける施策について、
着実に進めてまいります。

　観光は我が国の成長戦略と地方創生の柱であり、裾野が広く、地域経済にとって極めて重要な役割を果た
す産業です。好調な訪日インバウンドについては、昨年開催した「アドベンチャーウィーク2025」を契機と
して自然文化に関心の高い欧米豪からの誘客を強化するなど、国内外の観光需要をしっかりと取り込むこと
が不可欠です。また、東北6県、仙台市、新潟県及び（一社）東北観光推進機構を中心に進められている欧
州からの誘客促進を支援すべく、東北運輸局としてもJNTOと連携し最新の旅行動向やプロモーション方針等
の情報提供を実施しました。本年も引き続き、地域の皆様と連携しながら、未だ知られていない東北各地の
魅力あるコンテンツの発信や、オーバーツーリズムの未然防止に努め、｢住んでよし、訪れてよし｣の持続可
能な観光地域づくりが推進されるよう支援してまいります。
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ｌ◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等
自動車交通部自動車監査官

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

宮城 一般
株式会社ｴﾑｴｽ物流

（法人番号6370101001937）
代表者佐藤守一

宮城県白石市

本社営業所

（1）整備不良車両等
（2）運転者の指導監督
義務違反
（3）初任運転者に対す
る運転適性診断受診義
務違反

R7.11.5
輸送施設の
使用停止

5 80 8

秋田 一般
合同会社ｽﾏｲﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ

（法人番号9410003002844）
代表者佐藤智弥

秋田県能代市

本社営業所

（1）運行記録計による記
録義務違反

R7.11.11 文書警告

岩手 一般
有限会社平安輸送

（法人番号1400002007415）
代表者岩渕常男

岩手県
西磐井郡平泉町

本社営業所

（1）乗務時間等基準告
示の遵守違反
（2）運転者の指導監督
義務違反
（3）運行管理者の特別
講習受講義務違反

R7.11.13
輸送施設の
使用停止

14 184 19

岩手 一般
有限会社三浦産業

（法人番号3400502001320）
代表者三浦聖貴

岩手県一関市

石鳥谷営業所

（1）整備不良車両等
（2）運転者の指導監督
義務違反

R7.11.27
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 20 2

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区
新郷郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 93

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

佐井郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

裾野郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R7.11.12
輸送施設の
使用停止

1 83

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

中里郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 83

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

十和田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

青森 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

田子郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 89

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

川井郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.5

輸送施設の
使用停止

2 159

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大船渡郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.5

輸送施設の
使用停止及び

文書警告
2 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

久慈郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼の実施義務違
反
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

荒屋郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.12

輸送施設の
使用停止

2 130

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

二戸郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.12

輸送施設の
使用停止及び

文書警告
2 60

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

浄法寺郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.19

輸送施設の
使用停止

1 97

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

大野郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 101

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

松尾郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 158

岩手 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

川舟郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 85

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

石越郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 97

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

花山郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.5

輸送施設の
使用停止

1 103

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

津谷郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 90

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

遠刈田郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 88

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

山元郵便局

（1）点呼の実施義務違
反

R7.11.12
輸送施設の
使用停止

3 83

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

鳴瀬郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 85

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

若柳郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 84

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

松島郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼の実施義務違
反
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

宮城 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

利府郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.26

輸送施設の
使用停止及び

文書警告
1 60

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

東能代郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 120

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（６）

1

第１４８５号　　令和８年１月５日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

森岳郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 99

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

琴丘郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 99

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

矢島郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 107

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

下浜郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 96

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

田代郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 92

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

老方郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 144

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

由利郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 122

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

岩城郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 125

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

中田代郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.19

輸送施設の
使用停止

1 120

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（７）第１４８５号　　令和８年１月５日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区
笹子郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 91

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

鳥海郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.26

輸送施設の
使用停止

1 107

秋田 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

岩谷郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 94

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

羽黒郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

2 102

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

西川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 92

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

白鳥郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 88

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

古口郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.19

輸送施設の
使用停止

1 83

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

最上郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.19

輸送施設の
使用停止

2 80

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

荒砥郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 60

山形 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

村山郵便局

（1）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.26

輸送施設の
使用停止及び

文書警告
1 60

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（８）第１４８５号　　令和８年１月５日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

常葉郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 109

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

滝根郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 103

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

岩代郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 104

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

古殿郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.5
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 108

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

新鶴郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 99

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

楢原郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 103

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

矢祭郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.12
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 96

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

梁川郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼記録の不実記
載 R7.11.19

輸送施設の
使用停止

2 93

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

都路郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 87

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所



（９）第１４８５号　　令和８年１月５日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

l

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

舘岩郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 88

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

高城郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.19
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 90

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

泉崎郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 82

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

宮下郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 84

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

明和郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 84

福島 軽
日本郵便株式会社

（法人番号1010001112577）
代表者小池信也

東京都千代田区

伊南郵便局

（1）点呼の実施義務違
反
（2）点呼の実施義務違
反【一部実施不適切】
（3）点呼記録の不実記
載

R7.11.26
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

1 83

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所

辞 令

令和８年１月１日付
(国土交通省東北運輸局)

(東北運輸局長発令)

氏 名

宮城運輸支局首席運輸企画専門官付（輸送・監査） 村 上 夏 芽 【新規採用】

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

人 事 異 動



（１０）第１４８５号　　令和８年１月５日（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

l
運 輸 局 情 報

用

途 青森 八戸 計 山形 庄内 計 福島 いわき 計

自家用 14,340 10,490 24,830 24,559 34,907 14,090 12,684 4,212 16,896 25,825 9,550 35,375 150,657

普　通　車 事業用 4,751 3,671 8,422 9,634 19,564 5,974 4,861 1,826 6,687 13,278 4,160 17,438 67,719

計 19,091 14,161 33,252 34,193 54,471 20,064 17,545 6,038 23,583 39,103 13,710 52,813 218,376

自家用 26,173 18,178 44,351 42,318 73,084 28,158 25,938 8,772 34,710 51,456 17,366 68,822 291,443

貨 四　輪 事業用 399 238 637 487 1,104 321 296 116 412 665 162 827 3,788

計 26,572 18,416 44,988 42,805 74,188 28,479 26,234 8,888 35,122 52,121 17,528 69,649 295,231

自家用 4 2 6 7 14 4 7 0 7 10 3 13 51

三　輪 事業用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 4 2 6 7 14 4 7 0 7 10 3 13 51

自家用 109 106 215 337 390 116 121 30 151 272 107 379 1,588

物 被けん引車 事業用 334 709 1,043 786 3,231 487 187 262 449 1,110 946 2,056 8,052

計 443 815 1,258 1,123 3,621 603 308 292 600 1,382 1,053 2,435 9,640

四　輪 83,283 51,028 134,311 141,036 155,543 118,242 91,057 32,217 123,274 150,692 45,231 195,923 868,329

三　輪 3 0 3 10 12 6 7 2 9 6 2 8 48

貨   物   計 129,396 84,422 213,818 219,174 287,849 167,398 135,158 47,437 182,595 243,314 77,527 320,841 1,391,675

自家用 177 129 306 327 313 188 145 128 273 189 114 303 1,710

普　通　車 事業用 670 581 1,251 954 1,837 593 336 109 445 1,016 417 1,433 6,513

乗 計 847 710 1,557 1,281 2,150 781 481 237 718 1,205 531 1,736 8,223

自家用 864 568 1,432 1,354 1,527 958 1,016 256 1,272 1,419 568 1,987 8,530

合 小　型　車 事業用 228 91 319 332 712 165 128 54 182 417 163 580 2,290

計 1,092 659 1,751 1,686 2,239 1,123 1,144 310 1,454 1,836 731 2,567 10,820

乗   合   計 1,939 1,369 3,308 2,967 4,389 1,904 1,625 547 2,172 3,041 1,262 4,303 19,043

自家用 114,166 83,148 197,314 212,149 428,604 160,132 152,536 44,954 197,490 298,610 98,278 396,888 1,592,577

普　通　車 事業用 407 228 635 717 838 376 246 77 323 444 111 555 3,444

乗 計 114,573 83,376 197,949 212,866 429,442 160,508 152,782 45,031 197,813 299,054 98,389 397,443 1,596,021

自家用 112,377 84,180 196,557 202,823 386,946 165,871 150,802 48,055 198,857 261,681 82,457 344,138 1,495,192

小　型　車 事業用 885 525 1,410 1,092 2,947 662 646 177 823 1,351 374 1,725 8,659

用 計 113,262 84,705 197,967 203,915 389,893 166,533 151,448 48,232 199,680 263,032 82,831 345,863 1,503,851

軽　四　輪　車 205,627 119,882 325,509 320,391 487,835 250,971 213,059 75,602 288,661 359,762 111,382 471,144 2,144,511

乗     用     計 433,462 287,963 721,425 737,172 1,307,170 578,012 517,289 168,865 686,154 921,848 292,602 1,214,450 5,244,383

自家用 8,052 5,132 13,184 12,768 18,242 8,768 6,539 2,304 8,843 13,807 4,833 18,640 80,445

普　通　車 事業用 3,128 2,068 5,196 3,741 7,107 1,818 1,455 713 2,168 3,428 1,125 4,553 24,583

特 計 11,180 7,200 18,380 16,509 25,349 10,586 7,994 3,017 11,011 17,235 5,958 23,193 105,028

自家用 836 506 1,342 1,967 2,722 1,399 1,158 449 1,607 2,551 903 3,454 12,491

小　型　車 事業用 75 33 108 101 209 92 74 18 92 102 24 126 728

種 計 911 539 1,450 2,068 2,931 1,491 1,232 467 1,699 2,653 927 3,580 13,219

軽　自　動　車 1,483 850 2,333 1,917 3,508 1,925 1,570 688 2,258 2,703 658 3,361 15,302

特   　種　   計 13,574 8,589 22,163 20,494 31,788 14,002 10,796 4,172 14,968 22,591 7,543 30,134 133,549

7,160 3,223 10,383 5,979 3,845 9,919 6,865 1,998 8,863 4,899 1,123 6,022 45,011

小 型 二 輪 車 8,887 5,969 14,856 17,764 39,701 11,972 11,831 4,055 15,886 27,484 8,040 35,524 135,703

軽　二　輪　車 8,822 5,743 14,565 18,414 35,541 12,133 10,515 3,816 14,331 27,104 6,890 33,994 128,978

二　輪　車　計 17,709 11,712 29,421 36,178 75,242 24,105 22,346 7,871 30,217 54,588 14,930 69,518 264,681

総   　  合 　    計 603,240 397,278 1,000,518 1,021,964 1,710,283 795,340 694,079 230,890 924,969 1,250,281 394,987 1,645,268 7,098,342

前　　　　月 両　数 452 302 754 575 914 538 284 87 371 681 103 784 3,936

対比較増減 ％ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

 前 年 同 月 両　数 -2,424 -1,142 -3,566 -5,276 -3,572 -4,994 -2,914 -1,386 -4,300 -5,622 -2,244 -7,866 -29,574

対比較増減 ％ -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4

登 録 自 動 車 数 295,135 213,806 508,941 522,432 988,143 400,091 366,040 114,510 480,550 682,530 222,784 905,314 3,805,471

検査自動車数 304,022 219,775 523,797 540,196 1,027,844 412,063 377,871 118,565 496,436 710,014 230,824 940,838 3,941,174

軽 自 動 車 数 299,218 177,503 476,721 481,768 682,439 383,277 316,208 112,325 428,533 540,267 164,163 704,430 3,157,168

小
　
型
　
車

軽自動車

大　型　特　殊

二
輪
車

車    種 業態
青　　　　　　　　森

岩　手 宮　城 秋　田
山　　　　　　　　形 福　　　　　　　　島

管 内 計

◆自動車保有車両数（令和７年９月末）
自動車技術安全部管理課
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